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当社子会社である株式会社新東京ソイルゲートにおける処分業許可に関するお知らせ 

 

当社の子会社である株式会社新東京ソイルゲートにおいて、千葉県より産業廃棄物処分業

の許可を受けましたのでお知らせいたします。 

 

１． 本件について 

当施設では、低含水汚泥と高含水汚泥を分けて受け入れることが可能で、軽量のゴミから大型の

がれき類、廃プラスチック、木くずなどが混在した埋設廃棄物や汚泥を「乾式分級・磁気選別・手選

別」や「湿式分級・磁気選別」で分別し、「湿式洗浄」により土壌環境基準以下までに洗浄処理を行

い、良質な再生土として再利用することで、高度循環型社会の実現に貢献してまいります。 

 

２．産業廃棄物処分業許可の概要 

事業の区分 磨砕洗浄・固化、磨砕洗浄・脱水・固化及び破砕による中間処理 

産業廃棄物の種類 ① 磨砕洗浄による中間処理に係るもの 

   汚泥（建設工事に係る汚泥に限り、特別管理産業廃棄物であ

るものを除く。） 

② 磨砕洗浄・固化による中間処理に係るもの 

   汚泥（建設工事に係る汚泥に限り、特別管理産業廃棄物であ

るものを除く。） 

③ 磨砕洗浄・脱水・固化による中間処理に係るもの 

   汚泥（建設工事に係る汚泥に限り、特別管理産業廃棄物であ

るものを除く。） 

④ 破砕による中間処理に係るもの 

   廃プラスチック、木くず、がれき類（これらのうち、特別管理産業

廃棄物であるものを除く。） 

※「石綿含有産業廃棄物を含む」の記載のない種類については、
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石綿含有産業廃棄物を処分できない。 

※「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等を含む」

の記載のない種類については、それぞれ水銀使用製品産業廃

棄物及び水銀含有ばいじん等を処分できない。 

施設 許可証のとおり 
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